
令和８年度診療報酬改定の概要
【調剤】

厚生労働省保険局医療課

※ 本資料は現時点での改定の概要をご紹介するためのものであり、算定要件・施設基準等の詳細
については、今後正式に発出される告示・通知等をご確認ください。

※ 本資料は、ＨＰ掲載時に適宜修正する場合がありますのでご留意ください。

令和８年３月５日版

1



１．診療報酬 ＋3.09％（Ｒ８年度及びＲ９年度の２年度平均。Ｒ８年度＋2.41％、Ｒ９年度＋3.77％）（Ｒ８年６月施行）

※１ うち、賃上げ分 ＋1.70％ （２年度平均。Ｒ８年度＋1.23％、Ｒ９年度＋2.18％）

・ 医療現場での生産性向上の取組と併せ、Ｒ８・Ｒ９にそれぞれ3.2％（看護補助者、事務職員は5.7％）のベアを実現するための措置
・ うち、改定率の0.28％分は、医療機関等における賃上げ余力の回復・確保を図りつつ幅広い職種での賃上げを確実にするための特例的な対応

※２ うち、物価対応分 ＋0.76％ （２年度平均。Ｒ８年度＋0.55％、Ｒ９年度＋0.97％）

・ 特に、Ｒ８以降の物価上昇への対応として＋0.62％（Ｒ８年度＋0.41％、Ｒ９年度＋0.82％）を充て、施設類型ごとの費用関係データ等に基づき配分。
（病院＋0.49％、医科診療所＋0.10％、歯科診療所＋0.02％、保険薬局＋0.01％）
・ また、改定率の0.14％分は、高度医療機能を担う病院（大学病院を含む）が物価高の影響を受けやすいこと等を踏まえた特例的な対応

※３ うち、食費・光熱水費分 ＋0.09％ （入院時の食費基準額の引上げ（40円/食）、光熱水費基準額の引上げ（60円/日））

・ 患者負担の引上げ：食費は原則40円/食（低所得者は所得区分等に応じて20～30円/食）、光熱水費は原則60円（指定難病患者等は据え置き）

※４ うち、Ｒ６改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分 ＋0.44％

・ 配分に当たっては、Ｒ７補正予算の効果を減じることのないよう、施設類型ごとのメリハリを維持
（病院＋0.40％、医科診療所＋0.02％、歯科診療所＋0.01％、保険薬局＋0.01％）

※５ うち、後発医薬品への置換えの進展を踏まえた処方や調剤に係る評価の適正化、実態を踏まえた在宅医療・訪問看護関係の
評価の適正化、長期処方・リフィル処方の取組強化等による効率化 ▲0.15％

※６ うち、※１～５以外の分 ＋0.25％ 各科改定率：医科＋0.28％、歯科＋0.31％、調剤＋0.08％

２．薬価等

薬価： ▲0.86％（Ｒ８年４月施行）

材料価格：▲0.01％（Ｒ８年６月施行）

合計： ▲0.87％

３．診療報酬制度関連事項

①Ｒ９年度における更なる調整及びＲ10年度
以降の経済・物価動向等への対応の検討

②賃上げの実効性確保のための対応

③医師偏在対策のための対応

④更なる経営情報の見える化のための対応

４．薬価制度関連事項

①Ｒ８年度薬価制度改革及び
Ｒ９年度の薬価改定の実施

②費用対効果評価制度の更なる
活用

令和８年度診療報酬改定について（令和７年12月24日大臣折衝事項）
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令和８年度調剤報酬改定の主なポイント

➢ 「患者のための薬局ビジョン」を踏まえた調剤基本料の見直し
• 面分業促進のため、一部の調剤基本料について評価引上げ
• 小規模乱立抑制のため、都市部にて処方箋受付回数が少なく処方箋集中率が高い
新規開設薬局の評価引下げ

• 都市部の薬局過密地域において、薬局を新規開設した場合の評価引下げ
• 調剤基本料３ロ・ハに関して、同一グループの店舗数300以上の区分撤廃
• 医療モール関係薬局の評価見直し（同一建物内・同一敷地内にある複数医療機関
に係る処方箋集中率の計算方法見直し、同一建物内・敷地内に医療機関がある新
規開設薬局の評価引下げ）

• 同一建物内に診療所がある場合に特別調剤基本料Ａの適用を除外する規定の撤廃
• へき地医療対策が必要な地域における自治体運営診療所敷地内の薬局に対する評
価見直し

➢ 地域における医薬品提供体制の整備に係る評価の見直し
• 地域支援・医薬品供給対応体制加算への改称及び評価の見直し
• 後発医薬品調剤体制加算の撤廃

➢ 薬局による在宅医療提供体制の整備促進に係る評価の見直し
• 在宅薬学総合体制加算の要件強化及び評価の引上げ

➢ バイオ後続品使用促進のための体制評価
• バイオ後続品調剤体制加算の新設

➢ 医療DX関係
• 電子的調剤情報連携体制整備加算への改称、評価区分の一本化
• 医療情報取得加算の廃止

地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための評価体系の見直し

安心・安全で質の高い医療の推進のための薬局・薬剤師業務の対人業務における評価の見直し

➢ 薬局薬剤師による在宅患者訪問薬剤管理指導の促進
• 医師と薬剤師が患家へ同時訪問した場合の評価の新設
• 在宅訪問薬剤管理指導料の算定間隔に関し、「中６日以上」から「週１回」に見直し
• 複数名で訪問した場合の評価の新設

➢ その他、対人業務に関する見直し
• 吸入薬指導加算の評価対象にインフルエンザの吸入薬を追加
• バイオ後続品の品質等に関する説明を実施した場合の評価を設定
• 残薬対策の強化を目的とした要件の見直し及び評価の引上げ
（処方箋上で、残薬量を勘案した減数調剤を行う旨の指示を可能とする様式の見直し）

➢ かかりつけ薬剤師の包括的評価から実績重視の評価への転換
• かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を廃止
• 代わりに、電話等による患者フォローアップや、残薬調整に係る患家訪問、服薬状
況等に係る総合的な管理及び評価の実施等、かかりつけ薬剤師としての服薬管理
指導の実務に対する評価を実施

• かかりつけ薬剤師に関連する施設基準の見直し

➢ 調剤管理料の見直し
• 調剤管理料の日数区分の見直し
• 調剤管理加算の廃止

その他

➢ 物価上昇や賃金上昇に対する対応
• 物価高及び賃上げに対応するための評価の新設

➢ 選定療養
• 夜間休日における調剤の選定療養化

➢ 薬剤調製料関係
• 無菌製剤処理加算の増点対象を15歳未満の小児に拡大

➢ 調剤報酬の簡素化
• 在宅患者オンライン薬剤管理指導料と服薬管理指導料との一本化

➢ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則関係
• バイオ後続品使用促進に関する記載の追加
• ポイント等患者への経済上の利益提供や、介護施設等からの見返り要求による患者
誘因の禁止の明確化（再周知）
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薬局ビジョン策定後の状況

■ 患者のための薬局ビジョンの作成

薬局の目指すべき姿として、面分業の推進を提示（2025年まで

にすべての薬局がかかりつけ薬局の機能を持つこと、2035年には

立地も地域へ移行すること）

2015

2016 ■ H28診療報酬改定 かかりつけ薬剤師指導料 新設

診療報酬において、かかりつけ薬剤師を評価

2025 現在：いわゆる門前型薬局や医療モール型薬局の設立が続出

2035年 立地も地域へ 地域で暮らす患者本位の医薬分業の実現

薬局ビジョン策定後、10年経過したが、多くの薬局は依然として、

立地に依存しており、このままでは地域への移行も全く進まないおそれ

■ 処方箋集中率が高い薬局数
（いわゆる門前薬局数）の推移

診療報酬改定では都度、対物業務から対人業務へ切り替えてきた。

処方箋集中率 2015＊１ 2024＊２

95%以上薬局割合 14.0% 17.3%

85%以上薬局割合 32.5% 39.3%

西暦（年）

約
１
０
年

○ 『患者のための薬局ビジョン ～「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ～』（平成27年10月23日）の
策定後、処方箋集中率が高い薬局（いわゆる門前薬局）の割合はむしろ増加し、薬局が医療モールを経営する事例
があるなど、目標達成の目処が立たないまま10年が経過した。

目
標

＊１）平成27年７月１日の厚生局届出より保険局医療課作成(n=45,147)

＊２）令和６年８月１日の厚生局届出より保険局医療課作成(n=60,086)

※生成AIにより作成
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令和８年度診療報酬改定

＜調剤報酬の構成＞

薬局・薬剤師業務の評価体系

改定前

調剤基本料

薬剤料

特定保険医療材料料

（加算）
・ 地域支援体制加算
・ 後発医薬品調剤体制加算
・医療DX推進体制整備加算
・在宅薬学総合体制加算

調剤技術料

薬剤調製料

調剤管理料

かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師包括
管理料

服薬管理指導料

薬学管理料

在宅患者重複投薬・相
互作用等防止管理料

在宅患者訪問薬剤管理
指導料

服用薬剤調整支援料

調剤報酬の体系（令和８年改定後）

5
など

改定後

調剤基本料

薬剤料

特定保険医療材料料

（加算）
• 地域支援・医薬品供給対応体
制加算

• バイオ後続品使用体制加算
• 在宅薬学総合体制加算
• 電子的調剤情報連携体制整備
加算

（減算）
• 門前薬局等立地依存減算

調剤技術料

薬剤調製料

（加算）
• かかりつけ薬剤師フォロー
アップ加算

• かかりつけ薬剤師訪問加算

調剤管理料

服用薬剤調整支援料

服薬管理指導料

薬学管理料

訪問薬剤管理医師同時
指導料

複数名薬剤管理指導訪
問料

在宅患者訪問薬剤管理
指導料

（加算）
・調剤時残薬調整加算
・薬学的有害事象等防止加算

（加算）
• 重複投薬・相互作用等防
止加算

• 調剤管理加算イ・ロ
• 医療情報取得加算１・２

など

調剤ベースアップ評価料
調剤物価対応料

赤字：削除項目 青字：新設項目 黒字：評価/要件変更等

在宅患者オンライン薬
剤管理指導料

※改正点を中心に掲載



調剤報酬改定の概要

令和８年度診療報酬改定

1. 物価や賃金上昇に対する対応

2. 地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し

①調剤基本料の見直し

②調剤基本料の加算の見直し

３．質の高い医療の推進のための薬局・薬剤師業務の対人業務の評価の見直し

①かかりつけ薬剤師に関する評価の見直し

②服薬指導に関する評価の見直し

③在宅訪問薬剤管理指導に関する評価の見直し

④調剤管理料の見直し

４その他の改定事項

５地方厚生局への届出と報告
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調剤報酬改定の概要

令和８年度診療報酬改定

1. 物価や賃金上昇に対する対応

2. 地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し

①調剤基本料の見直し

②調剤基本料の加算の見直し

３．質の高い医療の推進のための薬局・薬剤師業務の対人業務の評価の見直し

①かかりつけ薬剤師に関する評価の見直し

②服薬指導に関する評価の見直し

③在宅訪問薬剤管理指導に関する評価の見直し

④調剤管理料の見直し

４その他の改定事項

５地方厚生局への届出と報告
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１．賃上げ・物価対応に係る全体像
令和８年度診療報酬改定
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【基本的な考え方】

【令和８年度以降の対応】

賃上げ対応

◼ 賃上げ余力の回復・確保
のための特例的な対応を
含む必要な措置を講じる
とともに、医療現場での
生産性向上の取組みと併
せ、必要な措置を講じる
ことで、以下のベース
アップ実現を支援。

薬局の対象職員
令和８年度：＋3.2％
令和９年度：＋3.2％

（事務職員は＋5.7％）令和８・９年度令和７年度

調剤基本料

◼ 実際の経済・物価の動向が令和８年度診療報酬改定時の見
通しから大きく変動し、医療機関等の経営状況に支障が生
じた場合は、令和９年度予算編成において加減算を含め更
なる必要な調整（特例的な対応分を除く）を行う。

◼ 令和８年度の保険薬局の経営状況等について調査を実施。

◼ 実際に支給される給与（賞与を含む）に係る賃上げ措置の実績に
ついて詳細な把握を行う。

調剤ベースアップ評価
料による支援

物価対応

①物価対応料

賃上げ

①令和８年度以降の物価上
昇への対応分

◼ 物価対応料を新設
(令和９年度は令和８年度の
２倍となる予定）

令和８・９年度令和７年度

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ８

Ｒ９

R6年度診療報酬
改定時賃上げ等

調剤基本料

物価上昇への支援
（補正予算）

３点

４点

４点

１点

１点(３月に1回)

２点(３月に1回)

調剤基本料 調剤基本料

・40歳未満の薬局の勤務薬剤師
・事務職員 が対象

R6年度以降の経営環
境の悪化への対応分

②令和６年度診療報酬改定
以降の経営環境の悪化を
踏まえた緊急対応分

◼ 調剤基本料に包括



➢ 調剤報酬において、保険薬局の薬剤師及び事務職員等の確実な賃上げを図る観点から、調剤ベースアップ評価料
を新設する。

（新） 調剤ベースアップ評価料 ４点

［算定要件］
（１）当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準

に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受
付１回につき、所定点数を算定する。

（２）令和９年６月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。

［施設基準］
（１） 当該保険薬局に勤務する職員（この号において「対象職員」という。）がいること。
（２） 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。

賃上げに向けた評価の見直しと物件費の高騰を踏まえた対応

令和８年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を踏
まえた対応－①
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➢ 令和８年度及び令和９年度の物価上昇に段階的に対応するため、調剤基本料等の算定に併せて算定可能な加算と
して、物価対応料を新設する。

（新） 調剤物価対応料 １点

［算定要件］
保険薬局において、処方箋を提出した患者に対して調剤した場合に、３月に１回に限り、所定点数を算定する。
ただし、令和９年６月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。

賃上げ

物価高騰対応



調剤報酬改定の概要

令和８年度診療報酬改定

1. 物価や賃金上昇に対する対応

2. 地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し

①調剤基本料の見直し

②調剤基本料の加算の見直し

３．質の高い医療の推進のための薬局・薬剤師業務の対人業務の評価の見直し

①かかりつけ薬剤師に関する評価の見直し

②服薬指導に関する評価の見直し

③在宅訪問薬剤管理指導に関する評価の見直し

④調剤管理料の見直し

４その他の改定事項

５地方厚生局への届出と報告
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⚫ 地域での医薬品供給を通じた適切な医療提供体制構築の充実を促
進する観点から、後発医薬品調剤体制加算と地域支援体制加算を
統合し、地域支援・医薬品供給対応体制加算を新設

⚫ バイオ後続品の使用促進の観点から、バイオ後続品を調剤する体
制の評価を新設

⚫ 医療DX推進体制整備加算を廃止し、電子的調剤情報連携体制整
備加算として一本化と電子処方箋システムによる重複投薬等
チェックを行う体制の評価を新設

⚫ 在宅訪問を十分に行うための体制を整備する薬局を、実績に基づ
き評価 （※在宅患者の処方箋に基づく対応の場合の加算）

薬局の体制に係る評価の見直し

11

⚫ 面分業推進の観点から調剤基本料１，３ハの引上げ
⚫ 令和６年度診療報酬改定以降の経営環境の悪化を踏まえ
た緊急対応として、各調剤基本料（特別調剤基本料A・B
を除く）の引上げ

⚫ 処方箋集中率の計算において、医療モール内の複数保険
医療機関は１つの医療機関とみなすことに変更

⚫ 同一グループの店舗数300以上の区分撤廃
⚫ 特別調剤基本料Aの同一建物内に診療所がある場合の除
外規定を撤廃（既存薬局への遡及的な適用はしない）等

＜都市部（※）等への新規出店抑制＞
令和８年６月以降に新規開設する薬局に以下を適用
⚫ 都市部に立地し、小規模かつ処方箋集中率が高い場合は
調剤基本料２

⚫ 門前薬局等立地依存減算 ▲15点
（都市部の門前薬局・密集薬局や、医療モール内薬局で
処方箋集中率が高い場合減算）

調剤基本料 一定の機能を有する薬局の体制の評価

地域支援・医薬品供給対応体制加算１ 【新設】 27点

【調剤基本料１の薬局】

地域支援・医薬品供給対応体制加算２ 32点 → 59点
地域支援・医薬品供給対応体制加算３ 40点 → 67点

【調剤基本料１以外の薬局】

地域支援・医薬品供給対応体制加算４ 10点 → 37点
地域支援・医薬品供給対応体制加算５ 32点 → 59点

在宅薬学総合体制加算１ 15点 → 30点
在宅薬学総合体制加算２ イ（個人宅） 50点 → 100点
在宅薬学総合体制加算２ ロ（施設） 50点 → 50点

（新）電子的調剤情報連携体制整備加算 ８点（月に１回）

➢ 薬局の体制に係る評価を見直す。

調剤基本料１  45点 → 47点

調剤基本料２ 29点 → 30点

調剤基本料３イ 24点 → 25点

調剤基本料３ロ 19点 → 20点

調剤基本料３ハ 35点 → 37点

特別調剤基本料A ５点 → ５点

特別調剤基本料B ３点 → ３点

（新）バイオ後続品調剤体制加算 50点（バイオ後続品調剤時）

※都市部とは 特別区・政令指定都市を指す。

ただし、半径500ｍ以内に他の保険薬局が無い地点は除く。



調剤報酬改定の概要

令和８年度診療報酬改定

1. 物価や賃金上昇に対する対応

2. 地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し

①調剤基本料の見直し

②調剤基本料の加算の見直し

３．質の高い医療の推進のための薬局・薬剤師業務の対人業務の評価の見直し

①かかりつけ薬剤師に関する評価の見直し

②服薬指導に関する評価の見直し

③在宅訪問薬剤管理指導に関する評価の見直し

④調剤管理料の見直し

４その他の改定事項

５地方厚生局への届出と報告
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100％

85％

調剤基本料３ロ
20点

調剤基本料３イ
25点

グループ全
体の処方箋
の受付回数40万回注４

調剤基本料１
47点

処
方
箋
の
集
中
率

3.5万回

調剤基本料３ハ
37点

又は 調剤基本料２ 30点

➢ 薬局ビジョンを踏まえ、調剤基本料を見直すとともに、都市部注１の門前薬局や、医療モール内薬局であって処方箋集中率が85％超
の新規開設（令和８年6月１日以降に開設）の薬局に対する減算（門前薬局等立地依存減算）を新設。

➢ 面分業推進の観点から処方箋集中率85％以下である調剤基本料１と調剤基本料３ハの点数を引上げ。

処方箋受付回数等及び処方箋集中率 点数

調剤基本料１ 調剤基本料２・３、特別調剤基本料以外 47点

調剤基本料２ ①注２ 都市部において、処方箋受付回数が600回超1,800回以下かつ処方箋集中率注３が85％超
② 処方箋受付回数が1,800回超かつ処方箋集中率が85％超
③ 処方箋受付枚数が4,000回超かつ上位３の医療機関の処方箋集中率の合計70％超
④ 特定の医療機関からの処方箋受付枚数が4,000回超

30点

調剤基本料３ イ 同一グループで処方箋受付回数が月３万５千回超～40万回かつ処方箋集中率85%超 25点

ロ 同一グループで処方箋受付回数が月40万回超かつ処方箋集中率85%超注４ 20点

ハ 同一グループで処方箋受付回数が月40万回超かつ処方箋集中率85%以下注４ 37点

特別調剤基本料A いわゆる同一敷地内薬局 ５点 特別調剤基本料B 調剤基本料の届出がない薬局 ３点

（１）大型チェーン薬局以外 （２）大型チェーン薬局

処
方
箋
の
集
中
率

処方箋の
受付回数4,000回

100％

85％

調剤基本料２
30点

調剤基本料１
47点

調剤基本料の見直し

上位３の医療機関の
集中率合計70％超

131,800回

注１）都市部とは、特別区・政令指定都市の地域を指す。ただし、半径500ｍ以内に他の保険薬局が無い地点は除く。
注２）当面の間、既存の薬局（令和８年５月31日までに開設し、改定後も継続して処方箋受付回数1,800回以下の薬局に限る。）には適用しない。
注３）医療モール内（医療ビレッジ内を含む）の複数の医療機関については、１つの医療機関とみなして処方箋集中率を計算する。
注４）令和８年度の調剤報酬の改定にて、「同一グループの保険薬局の数が300以上」の基準は廃止した。

調剤基本料の見直し

令和８年度診療報酬改定 Ⅲ－８地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の充実化

600回

都市部は調剤基本料２
※当面の間、既存薬局
は適用しない

70％

※処方箋受付回数は、いずれも月当たりの回数



➢ 調剤基本料３のロ及びハの施設基準から、同一グループの薬局店舗数が300以上であることを削除する。

現行

【調剤基本料】
(４) 調剤基本料３のロの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が
三百以上のグループに属する保険薬局（（６）に該当するも
のを除く。）のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であ
ること。
イ・ロ （略）
(５) 調剤基本料３のハの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が
三百以上のグループに属する保険薬局（（２）、（４）のロ
又は（６）に該当するものを除く。）のうち、特定の保険医
療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下である
こと。

下線部削除

改定後

【調剤基本料】
(４) 調剤基本料３のロの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超えるグループに属する保険薬局（（６）
に該当するものを除く。）のうち、次のいずれかに該当する
保険薬局であること。

イ・ロ （略）
(５) 調剤基本料３のハの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超えるグループに属する保険薬局（（２）、
（４）のロ又は（６）に該当するものを除く。）のうち、特
定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分
以下であること。

調剤基本料における大規模チェーン薬局区分の見直し

令和８年度診療報酬改定 Ⅲ－８地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の
充実化
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➢ 処方箋集中率の計算に当たっては、医療モール内（医療ビレッジ内も含む）に複数の医療機関が所在している場合、
当該複数の医療機関を１つの医療機関と見なす（医療モールに所在する複数の医療機関を１つの医療機関と見なす）。

現行

【調剤基本料２】
［施設基準（通知）］
（３）処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方

箋の受付回数（同一保険医療機関から、歯科と歯科
以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計し
た回数とする。）を、当該期間に受け付けた全ての
処方箋の受付回数で除して得た値とする。ただし、
処方箋集中率を算出する際に、情報通信機器を用い
た服薬指導を行った場合の処方箋の受付回数は、特
定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一
期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含め
ない。

改定後

【調剤基本料２】
［施設基準］
（３）処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回

数（同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け
付けた場合は、それらを合計した回数とする。）を、当該期
間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とす
る。ただし、一つの建物内又は一つの敷地内に複数の保険医
療機関がある場合においては、当該複数の保険医療機関に係
る処方箋の受付回数を全て合算し、特定の保険医療機関に係
る処方箋の受付回数と見なして、処方箋集中率を算出する。

(４) （３）の計算に当たり、次のいずれかに該当する処方箋は、
特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に
受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除く。
ア～ウ 略
エ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療
院、高齢者の居住の安定確保に関する法律で定めるサービス
付き高齢者向け住宅又は老人福祉法で定める有料老人ホーム、
養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは認知症高齢者グ
ループホームに入居する患者に係る処方箋（ただし、単一建
物診療患者又は単一建物居住者が１人の場合の処方箋は除
く。）

処方箋集中率の計算方法の見直し

令和８年度診療報酬改定
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令和８年度診療報酬改定 Ⅲ－８地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の
充実化

整形外科

1つの建物内又は敷地
内の医療機関は１の医
療機関と見なして合算

施設

医療モール

施設入居する患者にかか
る処方箋は、処方箋の集
中率の計算から除く

（３）医療モール・医療ビレッジの処方箋 （４）施設の処方箋



➢ 令和８年６月１日以降に新規開設する薬局について、既に多数の薬局が所在する地域又は医療モール内に立地す
る場合において、特定の医療機関からの処方箋集中率が高い場合は減算する。

（新）門前薬局等立地依存減算 ▲15点

［算定要件］
別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算として、調剤基本料から15点を減算する

［施設基準］
次のいずれかに該当する保険薬局（特別調剤基本料Ａを算定しているものを除く。）であること。
(１) 次のイからハまでのいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 都市部に所在し、かつ、水平距離500ｍ以内に他の保険薬局があること。
ロ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85％を超えること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
① 200床以上の保険医療機関の敷地境界線からの水平距離が100m以内の
区域内に所在し、当該区域内及び当該保険医療機関の敷地内に他の保険
薬局が2以上所在する。

② 当該保険薬局の周囲50mの区域内に、他の保険薬局が2以上所在する。
③ 当該保険薬局の周囲50mの区域内に所在する他の保険薬局が②に該当する。

門前薬局等立地依存減算
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門前薬局等立地に依存する薬局に対する評価の見直し

令和８年度診療報酬改定令和８年度診療報酬改定 Ⅲ－８地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の
充実化

病院の敷地境界線か
ら100ｍ以内の範囲

集中率85％超、病
院の敷地境界線から
100ｍ以内の範囲に、
他の薬局が２つ以上
ある
→減算(①)

集中率85％超、
自薬局の半径50ｍ
以内に他の薬局が
2つ以上ある
→減算(②)

(２) 次のイ及びロに該当する保険薬局であること。
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤
の割合が85％を超えること。

ロ 保険医療機関と同一の敷地内又は建物内に所
在すること。

[経過措置]
令和８年５月31日において現に保険指定を受けてい
る薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存
減算の施設基準に該当しないものとするA病院 敷地

60％ 60％

60％

90％
70％

90％

医療モール内にあって、
集中率が85％以上
→減算

90％

90％

60％

50ｍ
集中率85％超、
半径50ｍ以内に
②の薬局がある
→減算(③)



➢ へき地等において、地方自治体の所有する土地に所在する診療所の敷地内に所在する保険薬局である場合、特別
調剤基本料Aが算定されていたが、周囲に他の保険薬局がない等の場合は、調剤基本料１を算定することとする。

現行

【調剤基本料】
［施設基準］
二 調剤基本料の注１ただし書に規定する施設基準
(１) 基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域
に所在すること。
(２) 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医
療機関（歯科医療のみを担当するものを除く。）について、
許可病床数が200床未満であり、その数が10以下であること。
ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る
処方箋による調剤の割合が７割を超える場合については、当
該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみな
す。

改定後

【調剤基本料】
［施設基準］
二 調剤基本料の注１ただし書に規定する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(１) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所

在すること。
ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機

関（歯科医療のみを担当するものを除く。）について、許
可病床数が200床未満であり、その数が10以下であること。
ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合が7割を超える場合については、
当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものと
みなす。

ハ 処方箋受付回数が一月に2,500回を超えないこと。
(２) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 当該保険薬局が地方公共団体の所有する土地に所在する保

険医療機関（診療所に限る。）又は地方公共団体の開設す
る保険医療機関と同一の土地又は建物に所在すること。

ロ イに規定する保険医療機関がへき地の医療の提供のために
必要な診療所として都道府県知事に認められたものである
こと。

ハ 当該保険薬局から水平距離４Km以内に他の保険薬局がな
いこと。

特別調剤基本料Ａの見直し①

令和８年度診療報酬改定 Ⅲ－８ 地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務
の充実化－⓪
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地域の実情を踏まえた敷地内薬局の見直し

最も近い薬局まで車で30分
（徒歩５時間）

村には村立の国保診療
所と薬局１軒ずつのみ

鉄道の通った街

医療資源の少ない地域（イメージ）

集落

１ヵ月当たりの
処方箋受付枚数：

約400枚

村が保有する土地※

※薬局が村有地で不動産契約した場合に特別な関係となる



➢ 特別調剤基本料Ａの施設基準における、薬局と同一の建物内に診療所が所在する場合は特別調剤基本料Ａを算定
しない旨の除外規定を削除する。

➢ 特別調剤基本料Ａの施設基準において、薬局と同一の敷地内にオンライン診療受診施設を設置する場合に、特別
調剤基本料Ａを算定する旨の規定を新設する。

下線部削除

現行

【調剤基本料】
［特別調剤基本料Aの施設基準］
医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している薬
局（当該薬局の所在する建物内に医療機関（診療所に限
る。）が所在している場合を除く。）であって、当該医療機
関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。

改定後

【調剤基本料】
［特別調剤基本料Aの施設基準］
次のいずれかの要件を満たす保険薬局であること。
イ 医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有してい

る保険薬局であって、当該医療機関に係る処方箋による
調剤の割合が五割を超えること。

ロ 同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置して
いること。ただし、療担規則及び薬担規則並びに療担基
準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成十八
年三月六日厚生労働省告示第百七号）第十二条の二に定
める要件に該当する場合※を除く。

特別調剤基本料Ａの見直し②

令和８年度診療報酬改定 Ⅲ－８ 地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務
の充実化－②
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医薬分業の観点からの敷地内薬局の適正化

[経過措置]
令和８年３月４日において保険薬局の所在する建物内に保険医療機関（診療所
に限る。以下この号において「当該保険医療機関」という。）が現に所在して
いた場合であって、同年３月５日以降、新たに他の保険医療機関と不動産取引
等その他の特別な関係を有しない場合かつ当該保険医療機関が所在し続ける場
合に限り、当該保険薬局については、当面の間、第十五の一の(6)のイに該当し
ないものとみなす。

※ 薬局が医療計画における無医地区又は準無医地区に所在する場合

特別調剤基本料A



保険薬局内のオンライン診療受診施設の開設

○ 医療法改正により、オンライン診療受診施設という新たな施設類型が⽣まれることから、医薬分業に関す
る療担規則及び薬担規則の規定やその趣旨を踏まえ、オンライン診療受診施設の保険薬局内での開設の是⾮
や取り扱い等に関して、両者の独⽴性、患者の特定の保険薬局への誘導及び経済上の利益の提供による誘引
といった観点から整理する必要がある。
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�d 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和32年厚⽣省令第16号） �d�d 保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和32年厚⽣省令第15号）
注）医療法上は、オンライン診療受診施設の設置場所の制限はなく、保険薬局内にオンライン診療受診施設を設置することも可能。
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�z 薬担規則�d では健康保険事業の健全な運営の確保の観点から、

保険薬局は保険医療機関と⼀体的な構造・経営が禁⽌されて
いる。

�z 保険薬局内で患者が保険医療機関による診療を受ける状況と
なることについて、独⽴性の観点から、あり⽅を整理する必
要があるのではないか。
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�z 療担規則�d�d では保険医療機関が特定の保険薬局へ誘導するこ
とが禁⽌されている。

�z 薬担規則では保険薬局が当該薬局への誘導の対償として、保
険医療機関⼜は保険医に対し⾦品その他の財産上の利益を供
与することが禁⽌されている。

�z 薬局内で患者が受けたオンライン診療にて発⾏された処⽅箋
は、概ね当該薬局で調剤されると想定される。保険薬局での
オンライン診療受診施設は、当該薬局で調剤を受けるよう誘
導する効果を⽣むことを踏まえ、あり⽅を整理する必要があ
るのではないか。
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�z 薬担規則�d では、事業者⼜はその従業員に対し、患者を紹介
する対価として⾦品その他経済上の利益を提供することによ
り、当該患者が⾃⼰の保険薬局において調剤を受けるように
誘引することが禁⽌されている。

�z 保険薬局が、⾃らオンライン診療受診施設を開設しない場合
でも、オンライン診療受診施設を運営する事業者に場所を提
供する場合、事業者に経済上の利益を提供し患者が⾃⼰の保
険薬局にて調剤を受けるよう誘因する効果を⽣じることを踏
まえ、あり⽅を整理する必要があるのではないか。
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（全般的事項）
１ 近年、診療報酬体系が複雑化していることを踏まえ、患者をはじめとする関係者にとって分かりやすい診療報酬体系となるよう検討

すること。また、施設基準届出のオンライン化や共通算定モジュールの活用を進めるなど、診療報酬の請求手続きの負担軽減を図るこ
と。

（物価対応）
２ 物価対応に係る評価について、医療機関等の経営状況等を把握した上で、実際の経済・物価の動向を踏まえて必要な場合には、令和
９年度における更なる対応について検討すること。また、物価対応に関する基本料・技術料を含めた今後の評価のあり方について検討
すること。

（賃上げ）
３ 賃上げに係る評価について、40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工士等を含む幅広い医療
関係職種において賃上げが適切に実施されているか、実態を迅速かつ詳細に把握した上で、医療機関等の経営状況及び実際の経済・物
価の動向を踏まえて必要な場合には、令和９年度における更なる対応について検討すること。

（病棟業務等の向上・効率化・タスクシフト/シェア）
４ 看護業務や医師の事務作業等の更なる向上や業務効率化・負担軽減を推進する観点から導入した、看護職員と他の医療職種が協働し

て病棟業務を行う体制、ICT、AI、IoT等の活用による看護職員等の配置基準の柔軟化、専従業務の柔軟化等について、職員の業務負
担、医療の質、医療安全への影響、生産性向上、医療従事者の確保等の観点から、病棟の種別ごとに今回改定による影響を幅広く調
査・検証するとともに、適切な評価の在り方について引き続き検討すること。

（入院医療）
５ 急性期病院一般入院基本料や急性期総合体制加算を新設したことによる影響の調査・検証を行うとともに、病院や病床の機能に応じ

た急性期入院医療の適切な評価について、10対１急性期病棟の在り方も含め、引き続き検討すること。

６ 特定集中治療室管理料等、高度急性期入院医療に係る今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、重症度、医療・看護必要度
の項目、SOFAスコア等、入院患者のより適切な評価指標や測定方法等、病院や病室の機能に応じた入院料の評価の在り方等について、
引き続き検討すること。

７ 救急外来応需体制の評価、下り搬送の評価、在宅療養を行う高齢者・介護保険施設等入所者の後方支援機能の評価等、救急搬送に係
る今回改定による影響について、在宅療養を行う高齢者や介護保険施設入所者の救急搬送・緊急入院の受入れや高次医療機関への転院
搬送の実態を把握する等、幅広く調査・検証を行うとともに、病院や病床の機能に応じた高齢者救急受入れや三次救急医療機関の評価
の在り方について、介護保険施設等の協力医療機関が果たす役割の観点も含め、引き続き検討を行うこと。

令和８年度診療報酬改定に係る答申書 附帯意見①
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８ 地域包括医療病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟の評価の見直し等、包括期入院医療に係る今回改定による影
響の調査・検証を行うとともに、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理、円滑な入退院や早期の在宅復帰等、質の高い入院医療の
実現に向けて、これらの病棟の適切な評価の在り方について、引き続き検討すること。また、療養病棟等の慢性期入院医療について、
今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、在宅医療や介護保険施設等との役割分担や連携等の観点も踏まえ、評価の在り方を
引き続き検討すること。

９ DPC/PDPS及び短期滞在手術等基本料について、今回改定による影響等について調査・検証を行うとともに、医療の質の向上と標準
化に向け、診療実態を踏まえた更なる包括払いの在り方について引き続き検討すること。

（人口少数地域の医療・医師偏在対策）
10 人口の少ない地域の外来・在宅医療提供体制の確保のための支援に対する評価や、外科医療確保特別加算の新設等、医師の地域偏

在・診療科偏在対策等に係る今回改定による影響等について調査・検証を行うとともに、人口構成の地域差や病院薬剤師を含む医療従
事者の偏在等を踏まえた適切な評価の在り方について引き続き検討すること。

（外来医療）
11 初診料・外来診療料における逆紹介割合に基づく減算規定の見直しや連携強化診療情報提供料の見直し等、外来機能分化に係る今回

改定による影響の調査・検証を行うとともに、評価の在り方について引き続き検討すること。

12 生活習慣病管理料（Ⅰ）（Ⅱ）や特定疾患療養管理料等について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、診療ガイドラ
インに沿った質の高い計画的な医学管理が推進されるよう、提供される医療の実態に基づく評価の在り方について引き続き検討するこ
と。

13 かかりつけ医機能を有する医療機関について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、かかりつけ医機能報告制度の施行
状況等を踏まえ、評価の在り方を検討すること。

（在宅医療・訪問看護）
14 在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の質の向上に向け、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、地

域における医療提供体制の実態等も踏まえつつ、往診、訪問診療、歯科訪問診療、訪問薬剤管理指導、訪問看護等における適切な評価
の在り方を引き続き検討すること。

15 訪問看護について、同一建物居住者への訪問看護の評価の見直しや、一連の訪問看護を１日あたりで包括的に評価する仕組みが新設
されたこと等を踏まえ、指定訪問看護事業所の経営状況等の把握や今回改定の検証を行った上で、評価の在り方について引き続き検討
すること。また、精神科訪問看護の利用者が増加傾向にある状況を踏まえ、利用者の状態や訪問看護の提供内容等も含め、実態を踏ま
えた適切な評価の在り方について引き続き検討すること。

令和８年度診療報酬改定に係る答申書 附帯意見②
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（精神医療）
16 今回新設された精神科地域密着多機能体制加算の効果・影響等を検証する等、診療に当たって精神保健福祉法に基づく判断や手続き

を伴う等の精神医療の特性を踏まえ、引き続き地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価について検討すること。
また、地域の重度な精神身体合併症患者を診療する役割を担う総合病院精神科に係る評価の在り方について、今回改定の効果検証を
行った上で、引き続き検討すること。

（医療DX・オンライン診療）
17 医療DX（電子処方箋、電子カルテ共有サービス等）、オンライン診療（D to P with D、D to P with Nなど）、改正医療法に基づ

くオンライン診療受診施設の活用状況等について調査・検証を行うとともに、適切な評価の在り方について引き続き検討すること。

（医療技術の評価）
18 リアルワールドデータの解析結果、臨床的位置付け、効果の有無に係るエビデンス等を踏まえ、体系的な分類に基づいて見直しを

行った医療技術を含め、医療技術の適切な再評価を継続的に行うこと。また、今回実施した特定保険医療材料の不採算品再算定やシェ
アが分散している場合の対応を踏まえ、なお市場実勢価格が償還価格を上回る機能区分が生じる要因の把握等を行うとともに、迅速か
つ安定的に患者へ供給・提供させる観点も踏まえた革新的な医療機器や検査等のイノベーションを含む先進的な医療技術についての適
切な評価の在り方を、引き続き検討すること。

（歯科診療報酬）
19 かかりつけ歯科医による歯科疾患・口腔機能の管理等の評価の見直しや歯科治療のデジタル化の実施状況、入院患者等に対する医科

歯科連携の評価の影響等を調査・検証し、口腔管理や治療の在り方や多職種連携の評価の在り方について引き続き検討すること。

（調剤報酬）
20 敷地内薬局の開設状況の変化等に加え、いわゆる門前薬局や医療モール薬局等に関して今回の改定による影響の調査・検証を行う
とともに、適切な医薬品提供拠点の在り方も含め、薬局ビジョンを踏まえた薬局・薬剤師の在り方について引き続き検討すること。

21 薬局の都市部偏在に関して今回の改定による影響の調査・検証を行うとともに、地域支援体制加算・在宅薬学総合体制加算におけ
る実績要件や人員要件の在り方も含め、都市部における小規模乱立を解消するための評価の在り方、また、医療資源の少ない地域へ配
慮した評価の在り方について引き続き検討すること。

（長期処方やリフィル処方等）
22 長期処方やリフィル処方に係る取組について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、積極的な活用策について引き続き検討すること。また、医薬分業の現状やポリファーマシー対策の観

点を踏まえた処方の評価について引き続き検討すること。
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（後発医薬品の使用促進）
23 バイオ後続品を含む後発医薬品の使用促進について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、後発医薬品の供給状況や
医療機関や薬局における使用状況等も踏まえ、診療報酬における後発医薬品の使用に係る評価について引き続き検討すること。

（医薬品の保険給付）
24 長期収載品や食品類似薬について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、医薬品の保険給付の在り方について、供給
状況や患者の負担増に配慮しつつ、引き続き検討すること。

（薬価制度、保険医療材料制度、費用対効果評価制度）
25 イノベーションの推進、安定供給の確保、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減の観点から、諸外国の動向も踏まえつつ、各

制度の在り方について引き続き検討すること。

（施策の検証）
26 施策の効果や医療の質を含む患者への影響等について、データやエビデンスに基づいて迅速・正確に把握・検証できるようにするた

めの方策について、引き続き検討すること。
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